
職員の退職手当に関する条例（昭和２４年大阪市条例第３号）の一部を次のように改

正する。
こ

第１３条第１項第１号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第２項第２号中「職員」を
こ

「職員又は交通局職員」に改め、同条第５項第２号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

第１４条の見出しを「（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制
こ

限）」に改め、同条第１項第１号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第２号及び第３

号中「なる職員」を「なる職員又は交通局職員」に改める。
こ

第１５条第１項第１号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第２号及び第３号中「基礎

となる職員」を「基礎となる職員又は交通局職員」に改める。

第１７条第１項から第３項までの規定中「職員」を「職員又は交通局職員」に改め、
こ

同条第４項中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第５項中「なる職員」を「なる職員又

は交通局職員」に改める。

第２０条の見出しを「（教育委員会所管の学校の教員等の退職手当）」に改め、同条

中「教育委員会所管の学校の職員のうち、」を削る。

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第１３条から第１５条まで及び

第１７条の改正規定は、公布の日から施行する。

議 案 第１７２号

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案

１



平成２６年２月２８日提出

大阪市長職務代理者

大阪市副市長 村 上 龍 一

説 明

退職手当に関する事項を別に教育委員会規則で定めることとする職員の範囲を改めるとともに、

退職手当の支払の差止め等に関する規定を整備するため、条例の一部を改正する必要があるので、

この案を提出する次第である。
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（退職手当の支払の差止め）

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処

分を行うものとする。
こ

� 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮
禁錮

以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを

除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき

� 省 略

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合にお

いて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職

をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

� 省 略

� 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員又は交通局職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為（在職期間中の職員又は交通局職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容

及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。）をし

たことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき

３－４ 省 略

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいず

れかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差

止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

� 省 略

� 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に
こ

係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮
禁錮

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

職員の退職手当に関する条例（抄）
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が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第１項の

規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分が

あつた日から６月を経過した場合

� 省 略

６－１０ 省 略
こ

（退職後禁錮
禁錮

以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限）

第１４条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合

において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したとき

は、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１２条第１項に規

定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

� 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間
こ

中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮
禁錮

以上の刑に処せられたとき

� 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員又は交通局職員と

しての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項の規定による懲戒免職

処分（以下「再任用職員に対する免職処分」という。）を受けたとき

� 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職処分の対象となる

者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員又

は交通局職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認

めたとき

２－６ 省 略

（退職をした者の退職手当の返納）

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次

の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者

に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ

ば第１０条第３項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次条及び第

１７条において「失業手当受給可能者」という。）であつた場合にあつては、これらの規定によ
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り算出される金額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部

又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
こ

� 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
禁錮

以上の刑に処せられ

たとき

� 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員又は交通局職員と

しての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき

� 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職処分の対象となる

職員を除く。）について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員又は交通局職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき

２－６ 省 略

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

第１７条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該退職に係る一般の退

職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者（以下こ

の条において「退職手当の受給者」という。）が当該退職の日から６月以内に第１５条第１項又

は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相

続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、

当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員又は交通局職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な

理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達し

た日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額

の算定の基礎となる職員又は交通局職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第１５条第５項又は前条第３項において準

用する大阪市行政手続条例第１５条第１項の規定による通知を受けた場合において、第１５条第１

項又は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規

定する場合を除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡
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の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退

職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員又は交通局職員としての引き続いた在

職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）が、当該退職

の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合（第１３条第

１項第１号に該当する場合を含む。次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決

が確定することなく、かつ、第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員又は交通局職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全

部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に
こ

関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮
禁錮

以上の刑に処せられた後において第

１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理

機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続
こ

人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮
禁錮

以上の刑に処せられたことを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつ

ては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこ

とができる。

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員又は交通局職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員

に対する免職処分を受けた場合において、第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死

亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６

月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再

任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職
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をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

６－８ 省 略

（教育委員会所管の学校の教員
教員等

の退職手当）

第２０条 教育委員会所管の学校の職員のうち、職員の給与に関する条例第４条第１項第２号に掲

げる高等学校・特別支援学校等教育職給料表及び幼稚園・小学校・中学校教育職給料表の適用

を受ける者に対する退職手当は、大阪府教育委員会の管理に属する学校の職員に対する退職手

当の規定の例に準じ、教育委員会が市長と協議して別に教育委員会規則で定める。
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